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地域のきずなを強めよう！ 大切です、ご近所づきあい。 
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はじめに 

 近年、全国的な少子高齢化や核家族化などにより、世帯構造が変化する中で、地域コミュニテ

ィの希薄化が進んでいます。 

 また、未曽有の被害をもたらした東日本大震災のような災害発生時には、日頃の訓練や、備え

はもちろんのこと、人と人との繋がりの大切さが、改めて認識されています。 

 富田林市では、地域の人と人をつなぐ町会・自治会の活発な活動により、日頃からみんなが声

をかけ合い、力を寄せ合い、お互いを気遣いながらみんなで支え合える、安全で安心な住みよい

まちづくりを推進しています。 

 

 

 １．町会・自治会とは 

 町会・自治会とは、近隣に住む人たちがお互いに助け合い、協力しあって、自分たちの住む地

域を明るく住みよい安全・安心な地域にしようと、自主的な活動をしている団体です。防犯・

防災活動や福祉活動、情報提供活動などさまざまな活動を行っています。 

 

 

２．町会・自治会の活動 

  町会・自治会では、こんな活動をして地域のみなさんを支えています。 

 

①犯罪のない地域づくり 

 ▶防犯灯の管理 

 ▶防犯委員の推薦 

 ▶防犯カメラの管理 

 ▶こども見守り活動 

②市や地域からの情報提供 

 ▶広報誌などの配布 

 ▶各種発行物の回覧 

③思いやりのある地域づくり 

 ▶民生委員・児童委員の推薦 
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 ▶地区福祉委員会の活動 

 ▶避難行動要支援者支援活動 

④ふれあいの場の提供 

 ▶子ども会・老人会 

 ▶夏祭り・秋祭り など 

⑤災害に強い地域づくり 

 ▶自主防災組織設立 

 ▶地域防災マップの作成 

 ▶防災訓練の実施等 

⑥きれいな環境づくり 

 ▶町会定期清掃 

 ▶石川清掃への参加 

 ▶まちピカ活動等への参加 

 

３．市内の町会・自治会の状況（令和２年４月現在） 
 

 市内の町会・自治会の状況は次のとおりです。 

 

市内には、２１６の町会・自治会があり、その内富田林市町総代会に加入している団体は１６１

あります。富田林市町総代会では市内を１０地区に分け、各地区の町会・自治会数は次のとおり

です。  

 

喜 志 地 区 17町会・自治会 彼 方 地 区 13町会・自治会 

新 堂 地 区 13町会・自治会 大 伴 地 区 12町会・自治会 

富田林地区 24町会・自治会 東 條 地 区 11町会・自治会 

川 西 地 区 20町会・自治会 金 剛 地 区 10町会・自治会 

錦 織 地 区 15町会・自治会 金剛東地区  26町会・自治会 

 

また、市内には、約 51,000世帯あり、その約７４％が町会・自治会に加入しています。 

 

◆富田林市町総代会とは、各町会・自治会と市との連絡調整役として市長から委嘱を受けた町総代を

もって組織された団体です。 
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４．町会・自治会の設立 

 町会・自治会はおおむね次の手順により設立されます。 

 

 

      町会・自治会の発足 

      町会・自治会に加入する世帯と、区域を明らかにし、町会・自治会を結成します。 

 概ね５世帯以上が望ましいです。 

 

      会則（規約）の作成 

      会則は、町会・自治会を運営していくためのルールとなり、町会・自治会の組織や   

      役員、予算、事業等は会則に基づき決定され、活動へとつながっていきます。その

ため、会則は、会員の納得のいく内容が定められていることが原則です。 

      なお、会則は、町会・自治会の持続的な運営を行っていくために、地域の実情に応

じて、随時見直していくことが必要です。 

 

      役員の選出 

      町会・自治会が組織として活動していくためには、会長をはじめとする役員の役割

を明確にすることが大切です。 

      役員の選出は、推薦・抽選・輪番制などさまざまな方法がありますが、それぞれの

町会・自治会内で一番望ましい方法で実施することが大切です。なお、小さい子ど

もがおられる世帯や、高齢者だけの世帯、単身世帯など、世帯状況に応じた配慮を

することも必要になってきます。 

      また、役員の人数や構成は、町会・自治会の規模などに応じてさまざまですが、一

例として、一般的に考えられる役員構成と役割は次のとおりです。 

 

      ■会  長・・・町会・自治会をまとめる最高責任者です。 

      ■副 会 長・・・会長を補佐し、場合により会長の役割を代行します。 

      ■会  計・・・現金の出納や会計書類の整理、会費徴収など、町会・自治会の出

納責任者です。 

      ■書  記・・・会務を記録し、事業報告等を行います。 

      ■幹  事・・・会の運営に関することの審議を行います。 

      ■監  事・・・会計事務が適正に処理されているかどうかをチェックします。 

 

     ※その他に、加入世帯の多い町会・自治会では、班や組に分け班長や組長などが構成

されているところもあります。 

手順１ 

手順２ 

手順３    
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町会・自治体発足届の提出 

       町会の設立を人権・市民協働課（市役所 4階）に届けて完了です。 

       届出書類は、以下のとおりです。 

 

      ■町会（自治会）発足届 

      ■会則（規約） 

      ■町会内区域図 

      ■住民の総意で町会発足が決まったとわかる議事録等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順４    
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参考例：町会・自治会会則（規約） 

本資料の内容は、想定される事項をできるかぎり盛り込んでいますが、全ての項目が必要

というわけではありません。地域の実情に合わない部分もあるとは思いますので、ご利用

にあたっては、内容を十分に精査していただき各町会・自治会の判断でご活用いただきま

すようお願いします。 

 

 

〇〇会会則 

 

第１章 名称及び事務所 

（名称） 

第１条 本会は、○○会（以下「本会」という。）と称する。 

 

（事務所） 

第２条 本会の事務所は、〇〇〇会集会所に置く。 

    所在地   大阪府富田林市△△△丁目××番〇〇号 

 

第 2章 目的及び事業 

（目的） 

第 3条 本会は、会員相互の親睦、地域福祉の増進を図り、住み良い生活環境をつくるこ

とを目的とする。 

 

（事業） 

第 4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）回覧版の回付等区域内の会員相互の連絡や親睦に関すること。 

（２）住み良い生活環境をつくるため、防犯、防災、交通安全、美化清掃等区域内の環境

の整備に関すること。 

（３）本会の財産の維持管理に関すること 

（４）集会施設の維持管理 

（５）その他目的達成に必要なこと 

（６）・・・・・ 

 なお、本会の事業・活動として、特定の政党または宗教団体の支持は行わない。 

 

 

第 3章 地域及び会員 

（区域） 

第 5条 本会の区域は、富田林市△△△丁目××番〇〇号から××番〇〇号までの区域と
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する。 

 

（会員） 

第 6条 本会の会員は、前条に定める区域内に住所を有する住民とする。 

２ 前条に定める区域内に住所を有する法人等は、賛助会員になることができる。 

 

（会費） 

第 7条 会員は、1世帯あたり年額〇〇円（月額〇〇円）を会費として本会が指定する方

法により納入するものとする。 

   

（入会） 

第 8条 第 5条に定める区域に住所を有する個人で、本会に入会しようとする者は、入会

申込書を会長に提出しなければならない。 

２ 本会は、前項の入会申込みがあった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならな

い。 

 

（退会） 

第 9条 会員が次の各号に一に該当する場合は、退会したものとする。 

（１）第 5条に定める区域に住所を有しなくなった場合。 

（２）退会届が会長に提出されたとき。 

 

第 4章 役員 

（役員） 

第 10条 本会に次の役員を置く。 

（１）会長         １名 

（２）副会長        〇名 

（３）書記         〇名 

（４）会計         〇名 

（５）幹事         〇名 

（６）監事         〇名 

 

（役員の選任） 

第 11条 役員は、総会において会員の中から選任する。 

２ 監事と会長、副会長、書記、会計、幹事は、相互に兼ねることはできない。 

 

（役員の職務） 

第 12条 本会の役員の任務は次のとおりとする。 

（１）会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 
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（３）書記は、会務を記録し、事業報告を行う。 

（４）会計は、会計事務を処理し、会計報告を行う。 

（５）幹事は、本会の運営に関することの審議を行う。 

（６）監事は、次に挙げる業務を行う。 

  ア 本会の会計及び資産の状況を監査すること。 

  イ 会長、副会長、書記、会計及び幹事の業務執行の状況を監査すること。 

  ウ 不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。 

  エ 同号ウの報告をするため必要があると認められたときは、総会の招集を請求する

こと。 

 

（役員の任期） 

第 13条 役員の任期を〇年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行

わなければならない。 

 

第 5章 会議 

（会議） 

第 14条 本会は、会の運営を円滑に行うため次の会議を設ける。 

（１）総会 

（２）役員会 

 

（総会） 

第 15条 総会は、本会の最高議決機関で定期総会と臨時総会の二種とし、賛助会員を除

く会員をもって構成する。 

２ 総会の議長は、会長がこれにあたる。 

３ 定期総会は、毎年度決算終了後〇ヶ月以内に開催する。 

４ 臨時総会は、次に挙げる事由が発生したときに開催する。 

（１）会長が必要と認めたとき。 

（２）第 12条第 6号エの規定により請求があったとき。 

（３）役員会において必要と認めたとき。 

（４）会員の 5分の１以上から、会議の目的事項を記載した書面をもって請求があったと

き。 

 

（総会の招集） 

第 16条 総会は会長が招集する。 

２ 前条第 4項の規定により臨時総会を招集する場合は、その事由発生から〇日以内に招

集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、開催日の〇日前
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までに文書をもって通知しなければならない。 

 

（総会の審議事項） 

第 17条 総会は次の事項を審議する。 

（１）事業計画及び事業報告に関すること。 

（２）収支予算及び収支決算に関すること。 

（３）役員の選任に関すること。 

（４）財産の管理、処分に関すること。 

（５）会則の改正に関すること。 

（６）その他総会において必要と認める事項。 

２ 総会に提出する議案は、役員会において作成する。 

 

（総会の議決） 

第 18条 総会の成立は、会員の 2分の１以上の出席を必要とし、総会の議決は、この会

則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議

長の決するところによる。 

  但し、前条第 1項第 4号及び第 5号の議決については、会員の 4分の 3以上の承諾を

得なければならない。 

 

（総会の書面表決等） 

第 19条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事

項について書面をもって表決し、又は、他の会員を代理人として表決を委任すること

ができる。 

２ 前項の場合における第 18条の規定の適用については、その会員は出席したものとみ

なす。 

 

（総会の議事録） 

第 20条 総会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所 

（２）会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む） 

（３）開催目的、審議事項及び議決事項 

（４）議事の経過の概要及び結果 

（５）議長及び議事署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には議長及び会議において選任された議事録署名人２人以上が署名押印しなけ

ればならない。 

 

（役員会の構成） 

第 21条 本会の役員会は監事を除く役員により構成する。 
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（役員会の決議事項） 

第 22条 役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

（１）総会に付議すべき事項 

（２）総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（役員会の招集等） 

第 23条 役員会は会長が必要と認めるとき招集し、会長が議長を務める。 

２ 会長は役員の 3分の１以上から会議の目的事項を記載した書面をもって請求があった

ときは、その請求のあった日から〇日以内に役員会を招集しなければならない。 

３ 役員会を招集するときは、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、開催日の〇日

前までに文書をもって通知しなければならない。 

 

（役員会の議決） 

第 24条 役員会の成立は、役員の 2分の 1以上（書面表決者及び表決委任者を含む）の

出席を必要とし、役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数の

場合は、議長の決するところによる。 

 

（役員会の書面表決等） 

第 25条 役員会には、第 19条及び第 20条の規定を準用する。この場合において、これ

らの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替

えるものとする。 

 

第 6章 資産および会計 

（会計年度） 

第 26条 本会の、会計年度は毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日までとする。 

 

（経費） 

第 27条 本会の運営経費は、資産をもって支弁する。 

 

（資産の構成） 

第 28条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１）別に定める財産目録記載の資産 

（２）会費 

（３）活動に伴う収入 

（４）その他の収入 

 

（資産の管理） 

第 29条 本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。 
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（資産の処分） 

第 30条 本会の資産で第 28条第 1号に掲げるもののうち、別に総会において定めたもの

を処分し、又は、担保に供する場合は、総会において 4分の 3以上の議決を要する。 

 

 

（事業計画及び予算） 

第 31条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎年年度開始前に総会の議決を経

て定めなければならない。また、これを変更する場合も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、年度開始前に予算が総会において議決されない場合には、

会長は、総会で予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出す

ることができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第 32条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等を作

成し、監事の監査を受け、会計年度終了後〇ヶ月以内に総会の承認を受けなければな

らない。 

 

（会計の帳票の整備） 

第 33条 会計は次の帳簿を整備し、金銭の出納を正確にしておかなければならない。 

（１）金銭出納簿 

（２）金銭伝票(入金、出金、請求書、領収書) 

（３）財産目録 

（４）その他必要な書類 

 

第 8章 雑則 

（備付け帳簿及び書類） 

第 34条 本会の事務所には、会則、会員名簿、認可及び登録等に関する書類、総会の及

び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要

な帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

 

（委任） 

第 35条 この会則の施行に関し、必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。 

 

 

附 則 

１ この会則は〇年〇月〇日から施行する。 

２ 本会の設立初年度の事業計画及び予算は第 32条の規定にかかわらず、設立総会の定

めるところによる。 
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３ 本会の設立初年度の会計年度は、第 26条の規定にかかわらず、設立された日から翌

年 3月 31日までとする。 

 


